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1. 制定の目的 

当規程の制定は、ビューローベリタスジャパン株式会社（以下「BVJC」という。）が電気事

業法（昭和39年法律第170号。以下「法」という。）第67条の規定により経済産業大臣の登録を

受けて行う適合性確認（法第48条の2第1項に定める「技術基準の適合性確認」をいい、以下

「適合性確認」と総称する。）の業務について必要な事項を定め、確認の厳正かつ的確な実施

を図ることを目的とする。 

 

2. 引用基準、規格、指針等 

BVJCは、以下の規格等及びこれらに引用される規格類を適用して適合性確認を行う。また、

これらの規格等及びこれらに引用される規格類は最新版の適用を原則とする。ただし、常に最

新版の適用が求められるもの以外であって、旧版も有効である場合について、BVJCが適当と認

める場合に限り、最新版ではない規格等及びこれらに引用される規格類を適用することを認め

る。 

(1) 電気事業法（経済産業省、昭和39年法律第170 号、令和5年3月20日施行） 

(2) 電気事業法施行規則（経済産業省、平成7年通商産業省令第77 号、令和5年3月20日施行。

以下「施行規則」という。） 

(3) 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省、平成9年3月27日通商産業省

令第53号、令和5年3月20日施行） 

(4) 発電用風力設備の技術基準の解釈（経済産業省、20140328 商局第1 号平成 26 年4 月1 

日、最終改正：20220616保局第1号令和4年6月24日、令和4年12月26日施行） 

(5) JIS C 1400-22: 2014 : 風車-第22 部: 風車の適合性試験及び認証 

(6) JIS C 1400-1: 2017 : 風力発電システム-第1 部: 設計要件 

(7) JIS C 1400-3: 2014 : 風力-第3 部: 洋上風車の設計要件 

(8) IECRE OD-502: 2018: IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in 

Renewable Energy applications (IECRE System) - Project Certification Scheme 

(9) IEC 61400-1: 2019: Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements 

(10) IEC 61400-3-1: 2019: Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed 

offshore wind turbines measurements of electricity producing wind turbines 

(11) 風力発電設備支持物構造設計指針・同解説（土木学会）［2010 年版］ 

(12) 建築基礎構造設計指針（日本建築学会）［2019 年版］ 

(13) 建築物の構造関係技術基準解説書［2020 年版］ 

(14) 建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）［2015 年版］ 

(15) 煙突構造設計指針（日本建築学会）」［2007 年版］ 
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3. 用語の定義 

この業務規程で用いる主な用語及び定義は以下の通りとする。 

 

3.1. 発電事業者 

発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該

当するものである。発電事業を営むことについて法第27条の27第1項の規定による届出をした者

である。 

 

3.2. 登録適合性確認機関 

法第67条の規定により経済産業大臣の登録を受けて、法第48条の2に定める技術基準の適合性確

認を行う機関をいう。（以下、「適合性確認機関」という。） 

 

3.3．特殊電気工作物 

法第48条の2及び施行規則第67条の2に定める事業用電気工作物であって荷重及び外力に対して

安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるものであり、風力発電設備のうち風

車及び風車を支持する工作物とする。特殊電気工作物は適合性確認の対象物とする。 

 

3.4．発電用風力設備 

「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」に定義され

ている風力発電所に設置される風車、その支持物及び風車とその支持物との接合部等の風力設

備とする。 

 

3.5．技術基準 

法第39条第1項及び施行規則第107条に規定する「発電用風力設備に関する技術基準を定める省

令（平成9年通商産業省令第53号）」第4条、第5条及び第7条に規定する適合性確認に適用する

技術基準という。（以下、風技という。） 

 

3.6. 適合性確認 

法第71条第2項及び施行規則第107条に規定する経済産業省令で定める方法及び特殊電気工作物

の性能を総合的に評価する手法を用いて、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（平

成9年通商産業省令第53号）第4条、第5条及び第7条に規定する技術基準への適合性確認を行う

方法という。 

 

3.7. 適合性確認の申請者 

法第48条第1項の規定による前条第1項第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者をい

う。原則として、適合性確認の申請者（以下、「申請者」という。）は発電事業者又は発電事
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業者からの委託者とする。 

 

3.8．BVJC適合性確認技術基準（BVJ IND-RCA-TM-001） 

法第39条第1項の主務省令で定める風技に基づき、本業務規程の2項で定める引用基準、規格、

指針等に従い策定する適合性確認技術基準である。（以下、BVJC技術基準という。） 

 

3.9. 証明書 

法第48条の2第2項の規定によると、登録適合性確認機関が、特殊電気工作物について適合性確

認を行い、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める風技に適合しているときは、

その旨を記載した証明書を交付することができる。施行規則の第66条第4号に、この証明書は施

行規則様式第49の2（第67 条の3 関係）を用いて発行される。 

 

4．基本方針 

BVJCは、以下を適合性確認業務実施の基本方針と定める。 

 

4.1. 法令遵守 

適合性確認の業務を、これに係る法及び関連する政省令、告示、通達等の法令要求に従い遂行

する。 

 

4.2 公平、公正 

適合性確認業務の業務を、以下により、公平公正に遂行する。 

① BVJCは、品質コミットメント（Quality Commitment） 及び倫理規定にて公平性に対する宣

言をする。 

② 適合性確認要員は、倫理規定に従い、公平に行動する。 

③ BVJCは、コンサルタント業務を行った特殊電気工作物に対しては、適合性確認業務を実 

施しない。 

④ BVJCは、適合性確認要員がコンサルティングを提供した特殊電気工作物に関わる適合性確

認業務に、最低でも2年間は、その適合性確認要員を従事させない。 

⑤ BVJCの役員の2分の1を超える者が、役員又は職員（過去2年間に役員又は職員であった場

合を含む。）である電気工作物設置者に対しては、適合性確認業務を実施しない。 

⑥ BVJCの代表取締役社長が、審査対象の電気工作物設置者の役員又は職員（過去2年間に役

員又は職員であった場合を含む。）である場合は、その適合性確認業務を実施しない。 

⑦ BVJCは適合性確認業務を自社で実施するものとし、外部の協力事業者への再委託は行わな

い。 
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5．適合性確認の範囲 

BVJCが行う適合性確認の範囲は以下の通りとする。 

 

5.1. 適合性確認の対象物 

法第39条第1項及び第48条の2第1項の規定に基づき、特殊電気工作物のうち発電用風力設備を対

象とする。具体的には、日本国内において法の適用を受ける１基又は複数の風車を設置するプ

ロジェクトを対象とし、風車、支持構造物、風車と支持構造物の接合部及びその基礎を含む。 

洋上特殊電気工作物の適合性確認については準備完了次第対応とする。 

 

5.2. 適合性確認の区分 

主な適合性確認の区分は、次の通りとする。 

① サイト条件の適合性確認：発電用風力設備が設置される予定のサイト条件に対する適合性

確認 

② 風車設計の適合性確認：発電用風力設備の風車（RNA）設計に対する適合性確認 

③ 支持構造物設計の適合性確認：発電用風力設備の支持構造物（タワー、基礎、それらの接

合部）の設計に対する適合性確認 

 

なお、風技に定める発電用風力設備に関する適合性確認内容は上述①~③項に含む。 

 

5.3. 適合性確認証明書 

法第48条の2第2項の規定に基づき、前5.1項に示す適合性確認対象物に対し、適合性確認を行

い、当該電気工作物が法第39条第1項の主務省令で定める風技に適合と認められる場合は、その

旨を記載した証明書を施行規則の様式第49の2（第67条の3関係）に添付し、交付する。 

 

5.4. 適合性確認の標準処理期間 

適合性確認の標準処理期間は６ヶ月を目途とする。 

ただし、申請図書の不備・不足、又は指摘事項等への対応に時間を要する場合は、標準処理期

間を超えることがある。 

 

6．適合性確認業務体制  

 

6.1. 組織 

適合性確認業務に係る社内組織は、代表取締役社長が事業の最高責任者として業務を統轄し、

その下に適合性確認業務の執行責任者を配置する。執行責任者の監督のもとで、品質管理者、

技術責任者、適合性確認員及び外部有識者が所定業務を行い、事務担当者が事務処理を実施す

る。組織の構成はBVJC内部規定の「適合性確認業務 組織図」に規定される。適合性確認業務
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を行うため、事務局及び委員会を設置するものとする。事務局及び委員会の構成については、

6.1.1項及び6.1.2項に規定する。 

 

6.1.1. 事務局 

BVJCは、適合性確認業務を運営するため、事務局を設置するものとする。事務局は適合性確認

員及び事務局スタッフによって構成される。事務局は申請書の受付、申請図書の確認、委員会

の計画、開催、適合性確認証明書並びに報告書の提出、関連記録の管理、及び技術対応等、適

合性確認に関わる業務を行う。適合性確認員は申請図書のレビュー、委員会・分科会における

申請図書の評価、適合性確認後の証明書・報告書の作成、及び適合性確認結果のレビューを行

う。 

 

6.1.2. 委員会 

BVJCは適合性確認に係る評価を行うため、委員会を設置するものとする。委員会は適合性確認

員及び風力発電に関する外部有識者によって構成される。委員会においては、第三者性が保た

れ、かつ公正な適合性確認が行われるものとする。 

 

6.2. 職務範囲 

職務分掌毎の役割分担と責任及び権限は以下の通りとする。 

 

6.2.1.  代表取締役社長の責任と権限 

①  業務規程の承認 

②  関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の結果の承認 

③  適合性確認機関として中立性を保つための安定した財政基盤の確保 

④  適合性確認証明書の承認 

⑤ 執行責任者の任命 

 

6.2.2.  執行責任者（執行責任者代行者を含む）の責任と権限 

① 業務規程を含む管理文書の確認  

② 適合性確認要員の選任、解任及び責任と権限の明示  

③ 適合性確認実施計画及び適合性確認要領書の審査  

④ 適合性確認及びそれに付随する業務の監督及び統括（契約上の取決めを含む） 

⑤ 適合性確認報告に基づく適合性確認結果の審査  

⑥ 社長承認後の適合性確認証明書に基づき、申請者への結果説明及び経済産業省への通知書

提出 

⑦ 適合性確認要員への、業務改善活動など特命事項の指示  

⑧ 関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の参加及び代表取締役社長に結果の報告  
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⑨ 適合性確認業務従事者（適合性確認要員含む）への、適合性確認業務実施の基本方針の作

成 

⑩ 執行責任者代行者の任命及び権限は下記通り定める 

  1) 執行責任者が代行者を任命する。なお、急病等の原因で執行責任者が代行者を任命で 

きない場合は、代表取締役社長が執行責任者の代行者を任命する。 

  2) 執行責任者が休暇又は出張で不在の場合は、事前に代行者を任命する 

  3) 代行者は執行責任者の職務権限と責任を執行する  

 

6.2.3.  業務管理者の責任と権限 

① 業務に関わる管理文書の作成 

② 適合性確認業務実施計画の確認 

③ 適合性確認業務の管理 

④ 適合性確認報告に基づく適合性確認結果の確認 

⑤ 苦情等の処理（もし、あれば） 

⑥ 適合性確認業務実施前に適合性確認要員の選定及び利害抵触有無確認 

⑦ 確認員及び事務担当者の教育及び研修の実施 

⑧ 確認員及び事務担当者の力量評価、維持及び監視の実施 

⑨ 関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の対応及び是正処置の実施 

⑩ 事前相談及び外部問い合わせの対応 

 

6.2.4.  品質管理者の責任と権限 

① 業務規程の作成 

② 管理文書及び関係記録の管理及び維持  

③ 苦情等の是正処置の記録保管（もし、あれば） 

④ 適合性確認員及び事務局スタッフの教育及び研修の計画作成 

⑤ 確認員及び事務担当者の力量評価及び監視の計画作成 

⑥ 関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の計画及び監査記録保管 

 

6.2.5. 技術責任者の責任と権限 

① 業務規程の技術部分の作成 

② 実施要領書の作成 

③ 適合性確認員及び事務局スタッフの教育及び研修の資料作成 

④ 関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の参加及び是正処置の実施 

⑤ 苦情等に対する技術的判断（もし、あれば） 

⑥ 審査員及び事務担当者の教育及び研修の技術資料作成 

⑦ 関係法規遵守や業務規程運用に係る内部監査の対応 



ビューローベリタスジャパン株式会社             BVJ IND-RCA-QM-001 Rev.0  

登録適合性確認機関適合性確認に係る業務規程  

7 

 

 

6.2.6. 適合性確認員の責任と権限 

① 適合性確認業務の実施 

② 事前相談及び外部問い合わせの技術的対応 

③ 申請図書のレビューとチェックリストの作成 

④ 委員会・分科会への出席、適合性確認に係る技術的確認及び指摘事項回答書の作成 

⑤ 委員会・分科会にて申請図書に対する適合性の評価 

⑥ 適合性確認結果のレビューとチェックリストの作成 

⑦ 適合性確認証明書及び報告書の作成 

⑧ 執行責任者の指示による業務改善活動など特命事項の実施 

 

6.2.7. 外部有識者の責任と権限 

① 委員会・分科会への出席、適合性確認に係る技術確認及び学識的な見解と質疑  

② 委員会・分科会にて申請図書に対する適合性の評価 

③ 適合性確認結果の合否及び追加質疑項目の有無の判断 

 

6.2.8. 事務担当者（事務局スタッフ）の責任と権限 

① 適合性確認申請の受付 

② 文書、記録類の保管管理及び廃棄処理 

③ 委員会等のスケジュール調整 

④ 適合性確認要員への業務依頼 

⑤ 申請者及び適合性確認要員への各種書類の取り交わし 

⑥ 帳簿記入及び保管 

⑦ 執行責任者の指示による業務改善活動など特命事項の実施 

 

6.3．適合性確認要員 

適合性確認業務を行う要員は適合性確認員及び外部有識者によって構成し、委員会にて適合性

確認を行うものとする。 

 

6.3.1. 適合性確認員（適合性確認員名簿参照） 

 

6.3.1.1. 適合性確認の区分及び適合性確認員の配置数 

法第69条第1項2号に基づき、適合性確認員の配置数を適合性確認の区分毎に下表１の通りとす

る。 
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適合性確認の区分 適合性確認員の配置数 

サイト条件評価の適合性確認 2名以上 

風車設計の適合性確認 2名以上 

支持構造物設計の適合性確認 2名以上 

表１ 適合性確認の区分毎の適合性確認員の配置数 

 

6.3.1.2. 適合性確認員の選任 

BVJCの社員であって、法第69条第1項2号に適合する者のうちから執行責任者が選任する。 

ただし、現在申請者の役員・従業員である者又は過去2年間に申請者の役員・従業員であった者

は、当該申請者が申請する特殊電気工作物に係る適合性確認業務に従事させないものとする。 

 

6.3.1.3. 適合性確認員の職務遂行及び規律の厳守 

① 適合性確認員は適合性確認業務について誠実公正に職務を遂行する。 

② 適合性確認員は直接､間接を問わず職務に係る金品の収受､供応、またこれに類する受 

益行為を一切行ってはならない。 

③ 適合性確認員は職務に係り知り得た情報に関し、公知の事実を除き一切漏洩してはならな

い。 

 

6.3.1.4. 適合性確認員の解任 

執行責任者は、適合性確認員が以下のいずれかに該当するときは、当該適合性確認員を解任す

ることができる。 

① 法もしくはこれに基づく命令の規定に違反した場合。 

② 本業務規程に違反する行為があった場合、又は秘密保持義務違反等の職務上の業務違反そ

の他適合性確認員として不適切な行為があった場合。 

③ 社会的不信を招く行為をし、適合性確認業務の信頼性を著しく損なった場合。 

④ 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められた場合。 

⑤ 適合性確認員の職責が変更された場合。 

⑥ 各項に掲げる他、適合性確認の適正な実施を阻害すると執行責任者が判断した場合。 

 

6.3.1.5. 適合性確認員の指定 

業務管理者は申請の受諾後、適合性確認を実施する前に適合性確認の区分（サイト条件、風車

設計及び支持構造物設計）、対象となる設備、場所を考慮し、担当する適合性確認員2名を指定

する。 
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6.3.2. 外部有識者（適合性確認委員会構成表参照） 

 

6.3.2.1. 外部有識者の選任 

執行責任者は、BVJC内部規定「適合性確認要員選任規定」に基づき、適合性確認の区分ごとに

外部有識者を選任する。 

 

6.3.2.2. 外部有識者の解任 

執行責任者は、外部有識者が以下のいずれかに該当する場合は、その外部有識者を解任する。 

① 秘密保持義務違反等の職務上の業務違反その他外部有識者として不適切な行為があった場

合。 

② 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められた場合。 

 

6.3.2.3. 外部有識者の指定 

業務管理者は申請の受諾後、適合性確認を実施する前に適合性確認の区分（サイト条件、風車

設計及び支持構造物設計）、対象となる設備、場所を考慮し、委員会を構成する外部有識者3名

以上を指定する。 

 

7．事業所、業務区域 

BVJCが適合性確認業務を行う事業所の名称、所在地及び業務区域は以下の通りとする。 

 

7.1. 事業所の名称、所在地 

名称：ビューローベリタスジャパン株式会社 

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町22番地    

 

7.2. 業務区域 

日本国内とする。 

 

なお、上記7.1項を変更する場合は、変更する日の2週間前までに経済産業大臣へ届出を行う。 

 

8．業務時間 

BVJCが適合性確認業務を行う業務時間は以下の通りとする。 

 

8.1. 業務日及び執務時間 

業務日は、下記項8.2項で定める休日を除く月曜日から金曜日までとする。 

執務時間は、業務日の午前9時00分から午後5時30分までとする。 
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8.2. 休日 

①日曜日及び土曜日 

②国民の祝祭日 

③年末年始（期日はその年度毎に決定する） 

④BVJCが特別に決めた日 

 

8.3. 特例 

必要な場合は、上記項8.1項及び8.2項の規定に係らず、業務日及び執務時間外（休日を含む）に

適合性確認業務を実施できる。 

当該特例措置による適合性確認業務は、執行責任者の承認により実施する。 

 

9．事業年度 

事業年度は1月から12月までの1年間とする。 

 

10.  適合性確認料金（料金細則参照） 

 

10.1.  料金の算定方法 

料金は事務費、適合性確認費、旅費及びその他諸経費を考慮して算定する。 

料金の具体的な金額や算定方法については、基本料金1000万円として、申請された内容により

別途算定し、見積書にて提示する。 

なお、料金設定は特定の者に対して不当に差別的な取り扱いをしないものとする。 

適合性確認料金は料金細則によるが、申請者の申請内容、要求事項等を考慮して変更すること

ができる。 

 

10.2.  料金の領収方法 

適合性確認料金は原則としてBVJCの指定銀行口座振込みにより、BVJCの請求書を申請者が受

領後30日以内での収納とする。 

ただし、申請者の要請が有る場合は変更する事ができる。 

 

10.3.  料金の返還 

原則として領収済みの料金は返還しない。ただし、BVJCの責任に帰すべき事由により適合性確

認業務に不具合が生じた場合には、申請者と協議の上、料金の範囲内で返還することがある。 
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11.  適合性確認の実施方法 

 

11.1. 一般 

BVJCは施行規則第107条に定める要求に従い、5.1項に定める適合性確認対象物の適合性確認を

行うものとする。 

設置予定のサイトの固有条件のもとで、適合性確認対象物となる風車、支持構造物及び基礎の

設計値に対し、風技に基づく要求事項への適合性を評価するものとする。風技に適合している

と認められた場合は、その旨を記載した証明書を交付する。 

  

11.2. 適合性確認の技術基準 

適合性確認の技術的要求事項については前3.8項に定義するBVJC技術基準に従う。 

BVJC技術基準は、法、施行規則、風技及び発電用風力設備に関する技術基準の解釈に基づき、

関連するIEC61400 シリーズ/JISC1400 規格シリーズ、風力発電設備支持物構造設計指針・同解

説等を参照しBVJCが策定した適合性確認の技術仕様書をいう。BVJC技術基準はBVJCウェブサ

イト（ULR：https://www.bureauveritas.jp/our-business/industry/wind/windfirm.html）に掲載され、

関連法令及び規格の改正に従い改訂される。 

 

11.3. 適合性確認の業務手順 

適合性確認の業務手順についてはBVJC内部規定の「適合性確認実施要領」に従う。 

 

11.3.1. 申請 

申請者に関わる適合性確認するための要求事項は、BVJC技術基準、BVJC適合性確認申請要領

（BVJ IND-RCA-AM-001、以下、BVJC申請要領という）及びその他のBVJC規格文書に含まれ

ているものに従う。申請者は、それらの文書の要求に従い申請書とともに適合性確認に必要な

全ての図書及び情報をBVJCに提供する。BVJC申請要領はBVJCウェブサイト（URL: 

https://www.bureauveritas.jp/our-business/industry/wind/windfirm.html）に掲載される。 

 

11.3.1.1. 申請書 

申請者はBVJC申請要領に従い適合性確認申請書に適合性確認範囲を明記した上で、BVJCに提

出する。BVJCは、申請書の内容を確認の上、受理し、約款付きの引受受諾書を申請者に送付

し、適合性確認の契約を成立する。 

 

 

 

11.3.1.2. 申請図書 

引受受諾書を受領後、申請者はBVJC申請要領に従い、適合性確認の区分に応じ必要な申請図書

https://www.bureauveritas.jp/our-business/industry/wind/windfirm.html
https://www.bureauveritas.jp/our-business/industry/wind/windfirm.html
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をBVJCに提出する。原則として申請図書の提出は、11.3.3.1項に定義する初回委員会開催日の

１ヶ月前までとする。 

 

11.3.2. 申請のレビュー 

適合性確認員は、次の事項を確実にするために、取得した申請書及び申請図書のレビューを行

う。不備不足が認められた場合は、申請者に追加資料又は補正を要求することができる。申請

者は適合性確認員の指摘に対して、回答及び修正等適切な対応を取る。 

a) 申請者は適合性確認申請書に適合性確認範囲を明記する。 

b) 申請者及びその適合性確認対象物についての情報が、適合性確認プロセスを実施する上で

十分である。 

c)  BVJCと申請者との間に理解の相違があることが分かっている場合、BVJC技術基準又はそ

の他の規定文書に関する合意を含め、それが解決されている。 

 

11.3.3. 評価 

 

11.3.3.1 適合性確認委員会の構成 

BVJCは、申請者の適合性確認の申請に応じ、割り当てられた複数の適合性確認員及び外部有識

者で構成される委員会（分科会を含む）にて、適合性確認区分毎に適合性確認を行い、結果を

判定する。 

業務管理者は、本業務規程の6項に従い、受諾案件を担当する適合性確認要員を指定する。 

 

11.3.3.2 委員会にて適合性確認の実施 

原則として委員会は2回、分科会は2回開催するものとする。指摘事項への対応が完了しない場

合は、申請者と合意の上、分科会を追加開催することができる。 

初回の委員会及び分科会では申請者の出席及び申請図書の内容説明が求められる。適合性確認

員及び外部有識者は、BVJC技術基準に基づき申請図書及び申請者の説明内容を確認する。申請

者は適合性確認要員による指摘事項に対し、申請図書の修正又は追加情報の提示を以て対応す

る。すべての指摘事項への対応が完了し、最終委員会にて修正版申請図書の内容が適合と認め

られた場合は、委員会による適合性確認が終了する。不適合又は保留の場合は、申請者に了承

の上、終了する場合もある。 

 

11.3.3.3．適合性確認結果の通知 

BVJCは、委員会の適合性確認結果（適合、保留、不適合のいずれか）を申請者に通知する。 

結果が不適合又は保留であり、かつ申請者が追加資料を以て適合性確認の遂行に合意した場

合、11.3.3項に規定するプロセスにて再度確認することができる。 
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11.3.4. 適合性確認証明書及び報告書の作成 

BVJCが適合性確認に係る結果を適合と判断した場合は、担当する適合性確認員が所定書式にて

適合性確認証明書及び適合性確認報告書（以下、証明書及び報告書という。）を作成する。 

適合性確認証明書は案件毎、適合性確認報告書は適合性確認区分毎に作成するものとする。 

 

11.3.5. 適合性確認結果のレビュー 

BVJCは、全ての適合性確認活動の結果について実施要領の第7条に従いレビューを行う。 

レビューアには、2名の適合性確認員のうち当該適合性確認に関わっていない1名を指定するこ

ととする。 

レビューアは、適合性確認結果のレビュー後、業務管理者に通知する。業務管理者が適合性確

認結果を適合と確認した後、適合性確認決定者に提出する。 

 

11.3.6. 適合性確認の決定 

BVJCは、適合性確認の決定に責任を負い、かつ、権限をもつ。 

適合性確認の決定は、執行責任者もしくは執行責任者が指名した力量基準を満たす者が行うも

のとする。 

執行責任者は業務管理者から提出された適合性確認証明書、報告書及び関連記録を確認し、適

合と認めた場合は証明書及び報告書への署名を以て適合性確認の決定をすることとする。 

署名済の証明書及び報告書を代表取締役社長に提出し、最終承認を得た後に発行する。 

 

11.4． 適合性確認証明書等の発行 

BVJCは、当該適合性確認終了後、最終承認を得た証明書及び報告書を施行規則の様式第49の2

（第67条の3関係）の通知書に添付し、申請者に発行する。 

なお、BVJCは適合性確認の結果を、定期的に経済産業大臣に通知する。 

 

12. 記録 

BVJCは、本業務規程及びBVJC適合性確認実施要領に関わる全ての適合性確認プロセス要求事

項が効果的に満たされたことを実証する記録を本業務規程の14項に従い保管する。ここでいう

実証する記録とは、以下に示す。 

1）適合性確認業務帳簿 

2）処理シート 

3）申請書及び引受受諾書 

4）申請図書レビューチェックリスト 

5）出席簿及び出席応諾書 

6）適合性確認用評価チェックリスト 

7）指摘事項及び回答書 
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8）適合性確認結果チェックリスト 

9) 適合性確認証明書及び適合性確認報告書 

10）適合性確認員名簿 

11）資格付与記録及び力量評価記録 

12）研修記録 

13）監視記録 

14）その他の記録等 

 

13．帳簿、財務諸表等 

 

13.1 帳簿 

BVJCは、適合性確認業務に係る帳簿を備え、法第79条第1項及び施行規則第113条に定める事項

を記載するものとする。記載する事項は、次のとおりとする。 

1) 適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

2) 適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 

3) 適合性確認の申請を受けた年月日 

4) 適合性確認を行った特殊電気工作物の概要 

5) 適合性確認の場所 

6) 適合性確認を行った年月日 

7) 適合性確認員の氏名 

8) 適合性確認の結果 

9) その他適合性確認に関し必要な事項 

 

13.2. 財務諸表等 

BVJCは、法第75条に定める財務諸表等を備え、適合性確認の業務に係る収入及び支出を勘定科

目に従い整理するものとする。 

なお、財務諸表の閲覧等の請求が適合性確認申請者もしくはその他の利害関係人よりあった場

合、法第75条第2項の規定に従って請求に応じるものとする。 

 

13.3．帳簿等の保存期間 

BVJCは、施行規則第113条の2に定める事項を記載する帳簿は10年間、法第75条に定める財務諸

表等については5年間保存しなければならない。 

 

 

14．文書､記録類の保管管理および機密保持 

14.1. 適合性確認申請書及び関連文書・記録類の保存 
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適合性確認申請書及びこの適合性確認に係る文書・記録類は、当該申請書に係る全ての適合性

確認完了後10年間保存する。 

 

14.2．適合性確認業務に係る社内文書及び規程類の管理 

適合性確認業務に係る社内文書及び規程類の管理（制定及び改訂廃止を含む）は、執行責任者

の監督承認に基づき行う。 

なお、いずれも、常に最新の関連法令を参照し、改正等があった場合には見直し更新を行う。 

 

14.3．適合性確認要員の経歴及び適合性確認実績の記録保管 

BVJCは、適合性確認要員の適合性確認実績を記録する。また、適合性確認要員資格要件を証明

すべき書類（適合性確認要員の経歴書に含まれる、氏名、所属、学歴、専門性、資格、登録分

野の経験、教育・訓練の実績等）を当該の適合性確認要員の在任期間及び在任期間終了後10年

間保管する。 

 

14.4．保管文書及び記録類の廃棄 

保管期間を過ぎた文書及び記録類は、執行責任者の承認のもと、漏洩しないよう確実に廃棄す

る。また、廃棄する文書及び記録の名称と廃棄年月日の記録を残す。廃棄手順は下記通りを定

める。 

1） 産廃業者に依頼 

2） 溶解法で紙ベース文書及び記録類を処分する 

3） 廃棄する文書及び記録の名称と廃棄年月日の記録を残す。産廃業者から処分記録を入手し 

保管する。 

 

14.5. 機密保持 

BVJCは、適合性確認業務に係り知り得た適合性確認申請者、電気工作物及びその設置者また

それらに係る全ての情報に就き、公知の事実を除いて当事者の許可無く第三者に開示しない。 

 

15．帳簿、財務諸表及び適合性確認に係る文書・規程・記録類の保管場所 

帳簿、財務諸表及び適合性確認に係る文書・規程・記録類はBVJC本社事務所内のドア付書類棚

に保管し、施錠する。 

 

16．内部監査 

 

16.1. 内部監査の実施 

BVJCは、本業務規程に関係する部署を対象として、本業務規程及び社内諸規程の遵守状況につ

いて内部監査を実施する。 
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16.2. 実施の方法 

内部監査は以下の方法にて実施するものとする。 

① 代表取締役社長は、年1回以上内部監査を実施する責任を持つ。 

② 内部監査員は、代表取締役社長が指名した者とする。 

③ 執行責任者は、監査の実施結果を速やかに代表取締役社長に報告する。 

④ 執行責任者は、適切な処置を計画し、代表取締役に報告すると共に、その処置を実施す

る。 

⑤ 前各号以外の内部監査を実施する場合は、その事項については別途定める。 

 

17．クレーム（苦情）等の処理 

 

17.1. 苦情等に対する調査は、当該苦情等に関係しない者の中から、執行責任者が指名する2名

以上の者が行う。 

 

17.2. 苦情等の受理、調査結果及び対処方針を苦情等申し立て者に報告を行う。 

 

17.3. 苦情等が当該業務に係る適合性確認の実施等に影響がある場合は、適合性確認業務の継続

の可否も含め、その取り扱いを決定する。 

 

17.4.  BVJCは、適合性確認に関するクレーム（苦情）の申し立て等が行われたときは、速やか

に適切な是正処置を行う。 

① クレーム（苦情）申し立て等の内容確認 

② 原因の特定 

③ クレーム（苦情）処置方法の策定 

④ クレーム（苦情）処置の実施 

⑤ クレーム（苦情）処置実施の記録及び検証 

 

以上 


